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平成 年 月 日（月）
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毎週火 金曜日発行･

公布 規則

◇ 鳥取県予算規則 一部 改正 規則（ ）（財政課）……………………………………………

鳥取県税条例施行規則 一部 改正 規則（ ）（税務課）……………………………………

◇鳥取県予算規則 一部 改正 規則

予算執行計画及 歳出予算 配当 関 事務 、財政課長（現行 総務部長） 事務

。（第 条、第 条関係）

歳出予算 令達、歳出予算 配当替 及 歳出予算 係 各目又 各節 経費 金額 流用 関 事

務 、主務課長（現行 主務部長） 事務 。（第 条、第 条、第 条関係）

他所要 規定 整備 行 。

施行期日等

（ ） 規則 、公布 日 施行 。

（ ） 所要 経過措置 講 。

◇鳥取県税条例施行規則 一部 改正 規則

場利用税 係 納入申告書 様式 改 。（第 号様式関係）

規則 、公布 日 施行 。

鳥取県予算規則 一部 改正 規則 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県予算規則 一部 改正 規則

鳥取県予算規則（昭和 年鳥取県規則第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中項及 号 表示 下線 引 項及 号（以下「移動項等」 。） 対応 同

表 改正後 欄中項及 号 表示 下線 引 項及 号（以下「移動後項等」 。） 存在 場合
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改 正 後 改 正 前

（定義）

第 条 規則 、次 各号 掲 用語 意

義 、当該各号 定 。

（ ） 略

（ ） 主管課長 知事部局、出納局、議会事務局、教

育委員会事務局、人事委員会事務局、監査委員事務

局、地方労働委員会事務局及 警察本部 部

局内 予算 関 事務 所掌 課 長 。

（ ） 主務課長 知事部局、出納局、議会事務局、教

育委員会事務局、人事委員会事務局、監査委員事務

局、地方労働委員会事務局及 警察本部 課（出納

機関 除 、課 相当 含 。） 長

。

（ ） 略

（予算案 作成）

第 条 総務部長 、知事 査定 終了 、予

算案 作成 、知事 決裁 受 。

（予算 成立 通知）

第 条 財政課長 、予算 成立 、 旨

関係主管課長 通知 。

（予算執行計画）

第 条 主管課長 、予算 成立 通知 受 、

財政課長 別 指示 、歳入歳出予算

執行計画調書 作成 、財政課長 提出

。

財政課長 、前項 歳入歳出予算執行計画調書 提

出 受 、 審査 上、必要 調整 行

、 結果 基 、歳入歳出予算執行計画 決定

。

財政課長 、前項 規定 歳入歳出予算執行計

画 決定 、 旨 関係主管課長 通知

。

主管課長 、前項 規定 財政課長 通知

受 歳入歳出予算執行計画 変更 加 必要

、直 歳入歳出予算執行計画変更調書 作

成 、 財政課長 提出 。

（定義）

第 条 規則 、次 各号 掲 用語 意

義 、当該各号 定 。

（ ） 略

（ ） 略

（予算案等 作成）

第 条 総務部長 、知事 査定 終了 、予

算案及 予算 関 説明書 案 作成 、知事 決

裁 受 。

（予算 成立 通知）

第 条 総務部長 、予算 成立 、 旨

関係主務部長 通知 。

（予算執行計画）

第 条 主務部長 、予算 成立 通知 受 、

総務部長 別 指示 、歳入歳出予算

執行計画調書 作成 、総務部長 提出

。

総務部長 、前項 歳入歳出予算執行計画調書 提

出 受 、 審査 、必要 調整

行 、 結果 基 、歳入歳出予算執行計画

案 作成 、知事 決裁 受 。

総務部長 、前項 規定 歳入歳出予算執行計

画 決定 、 旨 関係主務部長 通

知 。

主務部長 、前項 規定 総務部長 通知

受 歳入歳出予算執行計画 変更 加 必要

、直 歳入歳出予算執行計画変更調書 作

成 、 総務部長 提出 。
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、当該移動項等 当該移動後項等 、移動後項等 対応 移動項等 存在 場合 、当該移動後項

等（以下「追加項等」 。） 加 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（号 表示 除 。以下「改正部分」 。） 対応 同表

改正後 欄中下線 引 部分（号 表示及 追加項等 除 。以下「改正後部分」 。） 存在 場

合 、当該改正部分 当該改正後部分 改 、改正部分 対応 改正後部分 存在 場合 、当該改

正部分 削 。
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略

（歳出予算 配当）

第 条 主管課長 、歳入歳出予算執行計画 基 、

財務課長 別 指示 、定期又 臨時

歳出予算配当（申請）書（様式第 号） 作成 、

財政課長 提出 。

財政課長 、前項 歳出予算配当（申請）書 提出

受 、 審査 歳出予算 配当 手続

行 。

財政課長 、前項 歳出予算 配当 手続 完了

、 旨 主管課長 通知

。

主管課長 、前項 通知 受 、 旨

当該配当 係 主務課長 通知 。

（歳出予算 令達）

第 条 主務課長 、前条 規定 配当 受 歳

出予算 、出納機関 係 、歳出

予算令達書（様式第 号） 歳出予算 令達 手

続 行 。

（歳出予算 配当替 ）

第 条 主務課長 、第 条 規定 配当 受

歳出予算 、予算 執行上必要 、

歳出予算配当替書（様式第 号） 財政課長 協

議 全部又 一部 他 主務課長 配当替

手続 行 。

（歳出予算 流用）

第 条 主務部長 、予算 定 歳出予算 各項 経

費 金額 流用 必要 場合 、歳出予算流用

（申請）書（様式第 号） 作成 、 総務部長

提出 。

略

主務課長 、歳出予算 係 各目又 各節 経費

金額 流用 必要 場合 、歳出予算流用（申

請）書 作成 、 財政課長 提出

。

財政課長 、前項 歳出予算流用（申請）書 提出

受 、 審査 、歳出予算 流用 手

続 行 。

略

（歳出予算 配当）

第 条 主務部長 、歳入歳出予算執行計画 基 、

総務部長 別 指示 、定期又 臨時

歳出予算配当（申請）書（様式第 号） 作成 、

総務部長 提出 。

総務部長 、前項 歳出予算配当（申請）書 提出

受 、 審査 歳出予算 配当 手続

行 。

（歳出予算 令達）

第 条 主務部長 、前条 規定 配当 受 歳

出予算 、出納機関 係 、歳出

予算令達書（様式第 号） 歳出予算 令達 手

続 行 。

（歳出予算 配当替 ）

第 条 主務部長 、第 条 規定 配当 受

歳出予算 、予算 執行上必要 、

歳出予算配当替書（様式第 号） 総務部長 協

議 全部又 一部 他 主務部長 配当替

手続 行 。

（歳出予算 流用）

第 条 主務部長 、予算 定 歳出予算 各項 経

費 金額 流用 必要 場合又 歳出予算 係

各目若 各節 経費 金額 流用 必要 場

合 、歳出予算流用（申請）書（様式第 号） 作

成 、 総務部長 提出 。
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附 則

（施行期日）

規則 、公布 日 施行 。

（経過措置）
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改 正 後 改 正 前

第 号様式（第 条関係）

受 付 印 入力確認 精査検算 納税番号 調定事由

年 月 日
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年 月 場利用税 納入申告書

第 号様式（第 条関係）
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の の の を とする に るものに る は において

する を む は の により がしたものとみなす

この の に の により がした の は の により

に る を けた がしたものとみなす

この の に の により がした の に えをする は

の により に る を けた がした えに る を す

べき の に えをする とみなす
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規則 施行前 改正前 鳥取県予算規則（以下「旧規則」 。）第 条又 第 条第 項 規定

総務部長 主務部長 対 通知 、改正後 鳥取県予算規則（以下「新規則」 。）第 条又

第 条第 項 規定 財政課長 担当主管課長（当該主務部長 属 部局 主管課長 。以下同

。） 対 。

規則 施行前 旧規則第 条第 項若 第 項又 第 条第 項 規定 主務部長 総務部長

提出 書類 、新規則第 条第 項若 第 項又 第 条第 項 規定 担当主管課長 財政課

長 提出 。

規則 施行前 旧規則第 条第 項（同条第 項 準用 場合 含 。）、第 条第 項又 第

条第 項 規定 総務部長 行為（同項 規定 行為 、歳出予算 係 各目又 各

節 経費 金額 流用 必要 場合 係 限 。） 、新規則第 条第 項（同条第 項

準用 場合 含 。）、第 条第 項又 第 条第 項 規定 財政課長 。

規則 施行前 旧規則第 条 規定 主務部長 令達 手続 、新規則第 条 規定 当

該歳出予算 係 配当 受 主務課長 。

規則 施行前 旧規則第 条 規定 主務部長 他 主務部長 配当替 手続 、新規

則第 条 規定 当該歳出予算 係 配当 受 主務課長 当該配当替 係 歳出予算 執行

他 主務課長 配当替 手続 。

規則 施行前 旧規則第 条第 項 規定 主務部長 総務部長 提出 歳出予算配当（申請）

書（歳出予算 係 各目又 各節 経費 金額 流用 必要 場合 係 限 。） 、新規則第

条第 項 規定 当該流用 係 歳出予算 執行 行 主務課長 財政課長 提出 。

鳥取県税条例施行規則 一部 改正 規則 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県税条例施行規則 一部 改正 規則

鳥取県税条例施行規則（昭和 年鳥取県規則第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄 表中太線 囲 部分（以下「改正表」 。） 当該改正表 対応 次 表

改正後 欄 表中太線 囲 部分 改 。
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15 30

35 40

鳥取県規則第 号63
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区 分 利用人員 ① 税 率 ② 税 額 ①×②

通 常 利 用 人 円 円

特

例

利

用

非

課

税

利

用

年齢 歳以上 歳未満
者 人 円 円

等 出
場選手 人 円 円

国民体育大会及
予選会 指定

練習日 練
習 利用 選
手 人 円 円

国民体育大会 準
競技会 出場選手及

競技会 指
定 練習日
練習 利用
選手 人 円 円

早 朝 ・ 薄 暮 人 円 円

小 計 人 円 円

年 齢 歳 未 満 者 人

年 齢 歳 以 上 者 人

障 害 者 人

国民体育大会及
予選会 出場選手 人

学 生 等 人

小 計 人

計 人 円 円

区 分 利用人員 ① 税 率 ② 税 額 ①×②

通 常 利 用 人 円 円

特

例

利

用

非
課
税

利
用

年齢 歳以上 歳未満
者 人 円 円

等 出
場選手 人 円 円

国民体育大会 準
競技会 出場選手 人 円 円

早 朝 ・ 薄 暮 人 円 円

小 計 人 円 円

年 齢 歳 未 満 者 人

年 齢 歳 以 上 者 人

障 害 者 人

国民体育大会 出場選
手 人

学 生 等 人

小 計 人

計 人 円 円

の

の

の

の

ねんりんピック の

びその
について さ

れた における
のために する

に ずる
の び

その について
された におけ

る のために す
る

の

の

びその
の

の

の

の

の

ねんりんピック の

に ずる
の

の

の

の

65 70

1 8

7 0

65 70

1 8

7 0

附 則

規則 、公布 日 施行 。この は の から する
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